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私たちの医療と健康を支える国民健康保険

　世帯内に国民健康保険加入者がいる世帯主に対して、
６月中旬に保険料の納入通知書を送付します。保険料
額や納付方法を確認してください。
　国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。世
帯主が国民健康保険以外の健康保険（社会保険など）
に加入されている場合でも、同一世帯内のどなたかが
国民健康保険に加入されている場合は、世帯主あてに
通知書を送付します。
■令和４年度の国民健康保険料率
　40歳以上65歳未満の人⇒下記①②③の合計
　40歳未満の人、65歳以上75歳未満の人
　	 	 	 		⇒下記①②の合計

●Ⓐは（令和３年中所得額－43万円）
●上限は①65万円、②20万円、③17万円
●所得が一定金額以下の場合、保険料の軽減があります。
●未就学児の均等割は２分の１を減額します。
※用語説明
所得割：前年（令和３年中）の所得に応じて負担するもの
均等割：加入者一人につき一定額を負担するもの
平等割：一世帯につき一定額を負担するもの

令和４年度令和４年度介護保険料納入通知書介護保険料納入通知書をを６月中旬６月中旬にに送付送付しますします
65歳以上の皆さんへ

■保険料の納付方法
　納付書または口座振替により納付する「普通徴収」
と世帯主の年金からの引き去りにより納付する「特
別徴収」があります。
　普通徴収は、６月から翌年３月までの年10回に分
けて納付します。
　なお、第１期の納付期限は６月30日㈭で、第２期
以降は各月の末日です。（末日が土・日曜日、祝日の
場合は翌営業日。ただし、12月は26日㈪になります。）
※クレジットカードやＰayＢでも支払いができます。

■特別徴収されている人の納付方法の変更
　特別徴収されている人で、口座振替による納付を
希望される場合は、変更申出書の提出と口座振替の
登録をしてください。

■保険料の減免制度や軽減制度があります
○	事業の休廃業や失業、事故、疾病、長期入院など
により収入が著しく減少した場合や災害に遭い著
しい損害を受けた場合は、保険料の減免が認めら
れることがあります。

○	非自発的失業者（リストラなどで職を失った人）は、
申請することで失業時から翌年度末までの期間、
保険料を軽減します。

○	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険料
の納付が困難な人についても、保険料の減免また
は徴収猶予が認められる場合があります。

※いずれも申請要件があります。

保険料課　 050-5801-5632　 0748-24-5576

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

令和４年度の国民健康保険料のお知らせ令和４年度の国民健康保険料のお知らせ
　 　 保険料の通知書を保険料の通知書を６月中旬６月中旬に送付しますに送付します

※（　）は前年度の料率などです。

■保険料の納付方法
　年６回、年金からの引き去りにより納付する「特
別徴収」です。
※�次の場合は、普通徴収（納付書または口座振替
による納付）となり、６月から翌年３月までの年10
回に分けて納付します。

・年金額が年額18万円未満の場合

・年度途中で65歳になった場合
・ほかの市町村から転入して間もない場合
・所得申告の修正などで保険料に変更があった場合など
※�新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険料
の納付が困難な人についても、保険料の減免ま
たは徴収猶予が認められる場合があります。
保険料課　 050-5801-5632　 0748-24-5576
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住宅リフォームをお考えの皆さんへ

住宅課　 050-5801-5652　 0748-24-5578

住宅リフォーム住宅リフォームに関する補助金に関する補助金
　市民の皆さんが本市で住み続けるため、住宅を
改修する場合に必要な経費の一部を補助します。
事前申込みが必要です。

 6月21日㈫まで　
事前申込書、見積書、施工箇所の写真（日付記載）

＊申込み多数の場合は、抽選会を実施します。

■補助金額

上限15万円（補助率10分の１/地域商品券）
■対象・条件
＊ 自己が所有し、現在居住している市内の個人住宅を改

修する人
＊ 市内に本社登録のある法人または住民登録がある個

人事業者へ発注する住宅リフォーム工事で、補助対
象工事経費が50万円以上のもの

＊ 令和４年４月１日以降に着工し、令和５年２月28日
までに完了する工事

＊ 市税の完納など、その他の補助条件があります。詳
しくは、問い合わせてください。
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空店舗の活用を支援

空店舗の再生を支援します空店舗の再生を支援します
　空店舗などを改修して開業する事業者に対して、
改修費用の２分の１（上限100万円）を補助します。

６月30日㈭まで
　複数の申請があった場合は、審査の上、補助対
象者を決定します。
■対象者　以下のすべてを満たす人
・ 半年以上営業や居住していない建物を改修し、店

舗として利用し事業を行う人
・ 市内に登記のある法人または住民登録のある個人
・小売業、飲食、その他のサービス業を営む人
・ 交付申請時に事業計画書について商工会議所ま

たは商工会の審査を受けた人
■対象工事　以下のすべてを満たす工事
・ 市内工事業者と契約して行う改修工事（未着手の

工事に限る。）
・ 10万円以上の改修等工事で、令和５年３月31日まで

に工事完了の実績報告書が提出できる工事
　このほかにも申請には要件があります。詳しくは、
問い合わせてください。

商工労政課
050-5802-9540　 0748-23-8292

　　　　　　   （所得割） 　     （均等割） 　   （平等割）
①医療分　　Ⓐ×5.5％ ＋ 23,200円 ＋ 17,000円
　　　　　　　（6.0%）　  　 （24,000円）  　（17,700円）

　　　　　　 　（所得割） 　      （均等割） 　  （平等割）
②支援金等分  Ⓐ×2.3％ ＋ 9,500円 ＋ 7,000円
　　　　　　　 (2.5%)　   　  (9,600円）　   (7,200円)

　　　　　　  
（所得割）

           
（均等割）   （平等割）

③介護分    　Ⓐ×2.1％ ＋ 11,300円 ＋ 5,800円
　　　　　　   (2.2%）　  　  (11,500円）　   (5,900円）
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■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス
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八日市文化芸術会館　 5,000円　
生涯学習課または永源寺、五個荘、愛東、湖東、

能登川、蒲生地区の各コミュニティセンターへ申し込
むか、八日市文化芸術会館オンラインチケットサービ
スを利用してください。

※�１講座2,000円の聴講制度や市内在住・在学の中
学生・高校生を対象とした無料招待制度もありま
す。聴講制度、中学生・高校生を対象とした無料
招待制度は生涯学習課でのみ受付します。

生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

東近江市民大学 東近江市民大学 受講生受講生募集募集  
❶コロナ禍で見えてきた社会の歪み
　講師　真山 達志さん
　（市民大学学長、同志社大学教授）　
　 ７月５日㈫19：00( 開講式18：30)

❷一億農ライフで農の価値を伝えよう
　講師　小谷 あゆみさん
　（農ジャーナリスト、フリーアナウンサー）
　 ８月10日㈬19：00
　　
❸私たちが描く！未来の生き方
　講師　古市 憲寿さん
　（社会学者）
　 ８月28日㈰14：00

❹世界一わかりやすい日本史
　講師　河合 敦さん
　（多摩大学客員教授）
　 ９月16日㈮19：00

❺日本のこれから進むべく政治経済とは
　講師　須田 慎一郎さん
　（経済ジャーナリスト）
　 10月26日㈬19：00

❻スポーツも子育ても社会活動も
　講師　奥野 史子さん
　（スポーツコメンテーター）
　 11月15日㈫19：00(閉講式20：30)

もっと知りたい！知的好奇心を育む学びのチャンスもっと知りたい！知的好奇心を育む学びのチャンス

※ 募集要項・申込用紙は、人事課に請求してください。市ホー
ムページでもダウンロードできます。

人事課　 050-5801-5601　 0748-24-0752

東近江市
職員募集
６月15日㈬
申込締切■募集人数：30人程度

■ 募集対象：平成７年４月２日から平成13
年４月１日までに生まれた人

上級事務職

■募集人数：５人程度
■ 募集対象：昭和58年４月２日から平成13

年４月１日までに生まれた人で必要な資
格を満たす人

上級技術職（土木・建築・電気）

■募集人数：３人程度
■ 募集対象：昭和58年４月２日以降に生ま

れた人で必要な資格を満たす人

保健師

■募集人数：20人程度
■ 募集対象：昭和58年４月２日以降に生ま

れた人で必要な資格を満たす人

幼稚園教諭・保育士

■募集人数：１人程度
■ 募集対象：昭和52年４月２日以降に生ま

れた人で必要な資格を満たす人

主任介護支援専門員

■募集人数：１人程度
■ 募集対象：昭和58年４月２日以降に生ま

れた人で必要な資格を満たす人

文化財専門員（民俗）

■募集人数：１人程度
■ 募集対象：平成７年４月２日以降に生ま

れた人で必要な資格を満たす人

図書館司書

第１次試験：７月10日㈰
試験会場：東近江市役所

必要な資格など詳しく
は、市ホームページを
確認してください。

 申請のお忘れはありませんか

■支給要件（①～⑦の要件をすべて満たす人）
① 貸付制度が限度額に達しているなどの理由で

利用できない。または、８月31日㈬までに本
支援金の初回受給期間を終えている。

②世帯全員の収入額の合計が基準額以下である。
③ 世帯全員の預貯金などの合計が基準額の６倍

を超えていない。（上限100万円）
④再就職や増収に向け、熱心に求職活動をしている。
⑤世帯の生計を主として維持している。
⑥職業訓練受講給付金を受給していない。
⑦生活保護の受給期間中ではない。

■支給月額　単身世帯６万円、２人世帯８万円、
３人以上世帯10万円
■支給期間　申請月または申請月の翌月から３カ月間
■受付期間　８月31日㈬まで

健康福祉政策課
050-5801-0945　 0748-24-5693

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

  　　  　　生活困窮者自立支援金生活困窮者自立支援金

単身世帯 11.3万円　 ４人世帯 22.1万円

２人世帯 15.7万円 ５人世帯 22.5万円

３人世帯 18.7万円 ６人世帯 29.1万円

基
準
額

■
対
象
世
帯

①�

世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
の
住
民
税
が

非
課
税
で
あ
る
世
帯
（
既
に
本
給
付
金

を
受
給
さ
れ
た
世
帯
は
除
く
。）

②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
令
和
４
年
１
月
以
降
の
収
入
が
減
少

し
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
相
当

と
認
め
ら
れ
る
世
帯
（
家
計
急
変
世
帯
）

※�

①
②
と
も
に
、
世
帯
全
員
が
、
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
親
族
な
ど

　
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
対
象
外
と

な
り
ま
す
。
　

■
給
付
額

　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円
（
１
回
限
り
）

　

①
②
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
方
法

　

①
に
該
当
す
る
世
帯
に
は
、
７
月
上
旬

に
確
認
書
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。
9
月

30
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
②

に
該
当
す
る
世
帯
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
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臨
時
特
別
給
付
金

臨
時
特
別
給
付
金

市ホームページ

日
頃
の
取
組
を
発
表
し
よ
う
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